
　障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共

に生活できる「共生社会」の理念の下、すべての事業主には、

法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある（障

害者雇用促進法43条第１項 ）。働く障害者は年々増加傾向

にあり、令和２年６月１日時点で約58万人の障害者が民間企

業に雇用されている１）。働く障害者が増加している背景には

いくつかの理由がある。まず一つ目の理由は、障害者雇用

率の引き上げである。令和３年３月１日から障害者の法定雇

用率が引き上げられ、民間企業では2.3%、国、地方公共団

体等は2.6%、都道府県等の教育委員会は2.5%となった。

二つ目の理由は、SDGsやESGをはじめとして、多様性の尊

重が企業経営において重視されるようになってきたことであ

る。そのために、法定雇用率を下回っている企業への社会

の目が厳しくなっているだけではなく、企業の側も障害者を

雇用することに経営上の意味を見出しつつある。三つ目は、

コロナ禍により急速に利用が進んだテレワークをはじめとし

たIT技術の発展により、そうしたテクノロジーが障害を補え

るようになってきたことで、障害者の働く機会が増えたこと

である。さらに、単に働く障害者の数が増加しているだけで

はなく、職種や仕事の内容についてもより多様になり、障害
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　2016年に施行された「障害者差別解消法」の改正法案が、2021年５月28日に参議院本会議において全会一
致で可決・成立した（2021年６月４日の公布後、３年以内に政令で定める日から施行）。今後は国や自治体だけ
でなく、民間事業者にも法的義務として「合理的配慮」の提供が求められることとなる。本特集では、障害者への
サポート体制の現状と課題、また、今後産業保健スタッフに期待される役割について考えたい。
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者が働く職場の数が質的にも量的にも変化してきている。

　障害者の雇用に当たっては、適正配置を行うために、障

害特性に応じた職業能力の把握、職場の選定、開発、作

業施設の改善等、特別な雇用管理に配慮する必要がある。

一般に障害者は障害のない者よりも、精神的、心理的なス

トレスを感じやすいと言われている。また、急な勤怠の乱

れや、職場でのコミュニケーション上のトラブル等といった問

題行動が生じやすい面もある。職場の健康管理を担当し、

労働者の心身の健康に関する事例性を評価し対処する能

力のある産業保健スタッフには、このような障害特性を理

解した上で、産業保健上の対応やサポートを求められる機

会が増加してくるだろう２）。

　そこで本稿では、障害者の就業上の支援と産業保健ス

タッフの役割について考えたい。本稿での障害者とは、手

帳の有無に関わらず、障害者雇用促進法第２条の「身体障

害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。） その他の心

身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に

相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難

な者」として、論を進めたい。

　2016（平成28）年に障害者差別解消法が施行された。障
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害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針には、

「障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、身

体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の

心身の機能の障害（難病に起因する障害を含む。）のみに起

因するものではなく、社会におけるさまざまな障壁と相対す

ることによって生ずるものとのいわゆる『社会モデル』の考え

方を踏まえている。」とされている。それに対応して障害者雇

用促進法が改正されたことで、雇用の分野でも障害者に対

する差別が禁止され、障害者が職場で働くに当たっての支

障を改善するための措置（合理的配慮の提供）が事業者に対

して義務化された。雇用の分野での合理的配慮の提供義

務とは、求人に応募した障害者や雇用している障害者に対

して、事業主の負担が重すぎない範囲で、働く上で支障と

なっている事情を取り除く措置を講ずることである。ただし、

合理的配慮は、個々の障害者の障害の状態や職場の状況

に応じて提供されるものであるため、多様で個別性が高い。

そのため、当事者間での十分な話し合いが必要となる。

　このように当事者間での話し合いを十分に行うためには、

障害に付随する健康情報が不可欠である。産業保健スタッ

フは、主治医や関係機関からの専門的な情報をもとに、職

場の事情を考慮した就業上の支援の具体的な内容を提案す

る必要がある。その際に主治医は、当事者と話し合いの上、

当事者が勤務先と合理的配慮について話し合う機会となる

よう自分なりの考えを事業者側に書面等で伝えた結果、そ

れぞれに不利益が生じた場合、事業者や当事者から責任を

問われることを懸念することが多い。そのため、合理的配

慮を提供することで当事者にとって働きやすい環境を醸成

するためには、主治医、当事者、事業者の信頼関係が不

可欠である。その信頼関係を醸成するために産業保健ス

タッフが介在することで、双方に無用な不信感や誤解が生

じることを予防することができるだろう。

　障害者の就業上の支援における産業保健スタッフの役割

を考える上で、合理的配慮の提供に留意することが不可欠で

ある。合理的配慮を考える上では、配慮を必要とすることが

本質的な職務を進める上で必要不可欠なことなのか、また

は周辺的なことであるのかを考えることが重要である。合理

的配慮とは、求められた仕事で能力を発揮するためのボトル

ネックを外すことである。ボトルネックとは、配慮がなされず

本人が本来持っている能力が発揮できない状況になっている

ことであり、ボトルネックを外すことで、本来の能力が発揮で

きるようになるということである。このボトルネックを外すこと

が「合理的配慮の提供」ということになる。

　脳梗塞の後遺症として下半身に麻痺が残り、移動に車い

すが必要となった労働者を想定してみよう。この労働者の仕

事は人事労務であり、基本的にはデスクワークでコンピューター

を利用した仕事である。この労働者から、通勤時のラッシュを

避けるために自家用車の利用の申し出があったとしよう。こ

の会社では、通勤は公共交通機関を使うこととし、自家用

車の利用を認めていない。この労働者に自家用車の利用を

認めることは合理的配慮の提供になるであろうか。この事例

の場合、自家用車の利用ができないと、この労働者は出社

をすることができない。この労働者の仕事の本質は通勤す

ることではなく、人事労務の仕事をすることである。自家用

車で通勤できないと、この労働者の人事労務に関する能力

は発揮することができない。ボトルネックは通勤手段である。

さらに、多発性硬化症や筋ジストロフィー症といった筋骨格

器系の疾患に罹患した労働者で、歩行に障害が出てきたと

き、公共交通機関で通勤することにより、階段の昇降時に

転倒のリスクが高まって、本人が通勤に不安を感じている

場合も、合理的配慮として自家用車の通勤を認めることが

できるだろう。このような事例において、産業保健スタッフ

には事業者側から、本人の説明が医学的な点から合理的な

のかについて意見を求められるだろう。また、産業保健ス

タッフで判断できない場合には、主治医に対して意見を求

めることもあるだろう。

　上司の交代により就業配慮の内容が変わることが、当事者

にとって不利益な変更になる可能性があり、事業者側にとっ

てリスクになる可能性がある。前の上司が一定の配慮をして

くれていて、本人は本質的な職務を遂行できていたにも関わ

らず、上司が交代したことにより、前の上司が行っていた配

慮を行わなくなることで、本人の本質的な職務の遂行レベル

が下がるようなことがないように、就業配慮には一貫性が求

められる。産業保健スタッフには、その一貫性を担保する役

特集　職域における合理的配慮を考える
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　現状では、障害者の就労支援を行うに当たって、これら

の機関のノウハウを産業保健スタッフが十分に活用している

とは言い難い。これらの機関は、病状だけではなく心理面

からもアセスメントを行った上で、就労支援を行っていること

から、このようなノウハウを、企業内で共有して就労支援に

活用することは、障害者の就労支援を行っていく上で、産

業ストレスの点からも有用と考えられる。また今後は、就業

能力が低下し、社内で雇用の継続が難しくなった場合には、

就労移行支援事業所や就労継続支援A型事業所※３、B型

事業所※４といった地域の障害福祉サービス機関とより積極

的に連携し、退職後も就業を継続できるような環境を維持

できるようにサポートすることも必要となってくる。このような

地域の就労支援機関に関する情報を活用し、関係者が必要

な情報共有を行い、人事担当者や上司に提供できれば、よ

り効果的な就労支援を行えるのではないだろうか。そのため

のコーディネーターとしての役割を産業保健スタッフが担うと、

より関係者の連携が進むと考えらえる。

　本稿では、障害者の就業上の支援と産業保健スタッフの

役割というテーマに基づき、障害のある労働者の就労の状

況、合理的配慮の提供について、産業保健スタッフに期待

される役割の点から述べてきた。障害のある労働者の管理

は、多くの企業で、障害者雇用の観点から人事部門が対応

しており、産業保健職が関わらないことも多かったのではな

いだろうか。また、本稿では触れなかったが、現場では障

害のある労働者の高齢化も進んでいる。産業保健スタッフが

障害のある労働者の就労に関心を持ち、関わる機会が増え

れば、障害のある労働者がよりよい職場環境で働くことにつ

ながるだろう。本稿がその一助となることを願っている。

割が期待できる。われわれが当事者に行ったヒアリング調査

でも、上司が代わるたびに、職場に対して自分に必要な配

慮を説明することを負担に感じる当事者の方が多くいた。そ

ういった当事者にとって、上司が代わった際に、当事者、上

司、産業保健スタッフが３者で面談をして、就業配慮の内容

を確認する機会を設けることができると、当事者の感じる負

担感も軽減し、配慮の一貫性も担保できる。また、産業保

健スタッフという第三者的な専門家が介在することで、当事

者も必要な配慮を職場に対して求めやすくなる。さらに、当

事者の中には、自分に必要な配慮を事業者に説明すること

に困難を感じる者も少なくない。産業保健スタッフには、そ

ういった労働者の状況を理解、解釈して事業者に情報提供

する「翻訳者」としての役割も期待される。

　障害者の就労については、障害者総合支援法に基づく就

労移行支援事業所※１や、障害者雇用促進法に基づく障害

者就業・生活支援センター※２、ジョブコーチ制度（後述）等が

整備されている。ただ、このような機関に所属する支援者の

多くは、企業内の産業保健スタッフと連携した経験がほとん

どない。そのため、障害者雇用について企業内で効果的な

サポートを行っていくためには、産業保健スタッフ側からこの

ような機関と積極的に関わっていく姿勢が必要となってくる

であろう。具体的な例としては、就労移行支援事業所や障

害者就業・生活支援センターが就職を支援した障害者の就

労の継続を支援するための、支援員による定着支援の場の

活用が考えられる。この定着支援のための面談の機会に、

産業保健スタッフが同席したり、産業保健スタッフによる定

期面談の際に、この定着支援の一環として支援者に同席し

てもらったりすることにより、面談の内容がより深まり、より

質の高い支援につながる。

　ジョブコーチは、障害者の職場適応が円滑に行われるこ

とを目的として、職場に直接出向き、本人や会社に対して作

業遂行や職場内のコミュニケーションの向上支援、職務内容

の設定に関する助言を行う人である。ジョブコーチの派遣につ

いては、地域障害者職業センターに相談をするとよい。ジョブ

コーチと産業保健スタッフが連携することにより、ジョブコー

チの行うアセスメントの質もより向上することが期待できる。

5. 就労系福祉サービス機関や
　 地域障害者職業センターとの連携

6. おわりに

※１障害者の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービス。職業
訓練や就職活動のサポート、就職後は職場定着のサポートを受けることが
できる。

※２ 障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等
の関係機関が連携して一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進・安定
を図ることを目的に、全国に設置されている。

※３ 一般就労の難しい障害や難病のある人が、雇用契約を結んだ上で一定の
支援がある職場で働くことができる福祉サービス事業所。

※４ 企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、軽作業等の就労訓練
を行うことができる福祉サービス事業所。
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　医療の進歩により、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマ

トーデス、多発性硬化症、クローン病等の難病の慢性

疾患化が進んでおり、多くの難病患者がすでに一般企

業で働くようになっている。しかし、多くの難病患者は

病気のことを職場に隠し、通院や体調管理と業務や職

場の人間関係に葛藤を感じている。また、パーキンソン

病や網膜色素変性症等の進行性難病を発病した職場の

仲間が、症状が進行して隠しきれなくなってから職場に

相談しても、その時点ではすでに対応が困難である事例

も多くの職場が経験していることであろう。

　このような職域での難病患者の生きづらさや社会的疎

外をなくし、リーズナブル（reasonable）な範囲での通院

への配慮や個別の業務調整等（accommodation）で応援

することが、合理的配慮（reasonable accommodation）

であり、企業・職場の社会的責務と位置付けられた。また、

企業や職場の過重な負担をなくし、リーズナブルな範囲

を広げ、より多くの難病患者の就職や就業継続を支える

制度・サービスの整備も急速に進んでいる。

　「難病患者」と一口にいっても、全身麻痺のような最

重度の障害のある人から、難病を原因疾患として身体

障害等があり障害者手帳制度の対象である人、そして、

難病患者の半数以上の障害者手帳制度の対象でない

いわゆる「軽症者」まで、その状態像は多様である。本

稿では、従来、専門支援の盲点となってきた、障害者

手帳制度や障害者雇用率制度の対象でないけれども、

職域における合理的配慮が重要な「軽症者」に焦点を

当てたい。

　専門医の見解としては、治療を継続すれば就業可とさ

れる難病が多くなっている。「軽症」難病患者の多くは自

身を「障害者」とは考えていないが、実際には、無理なく

治療と仕事を両立するためには、医療的な治療や自己管

理だけでなく、仕事の負荷と休養・回復のバランスのとれ

る仕事条件、通院や業務調整が可能な職場の確保が不

可欠である。しかし、「難病」の先入観により不要な仕事

の制限や差別を受ける恐れから、職場等への開示が困

難となり、職場の理解・協力が得られず、体調が崩れや

すいという悪循環がある。

　WHOの国際生活機能分類（ICF）では、「障害（disability）」

を健康状態に関する生活機能（心身機能・構造、活動、

参加）の困難状況と広く定義して、環境因子と個人因子と

の相互作用によるものとしている。このような国際的な定

義に沿って、わが国の障害者雇用促進法でも、難病によ

り就労困難性のある者は、障害者手帳の有無にかかわら

ず、障害者として、事業主の合理的配慮提供や障害者差

別禁止や職業リハビリテーション（ハローワークの職業相

談・職業紹介、ジョブコーチ支援等）の対象となる。一方、

障害者雇用率制度の対象は障害者手帳制度の対象者に

限定されている。

　すでに多くの難病患者は働いており、合理的配慮は、

そういう人たちにより活躍して長く働いてもらうために不

可欠なものである。「合理的配慮」という概念は、障害者

の困難状況は個人の心身の障害だけによるのではなく、

はるな　ゆいちろう ● 東京大学医学部保健学科・大学院医学系研究科卒。博士（保健学）。WHO国際障害分類改定環境因子タスクフォース（1999）。1994年からHIV
陽性者、精神障害者、難病患者等の就労支援、地域連携体制構築や就労支援人材育成の調査研究を行う。治療と仕事の両立支援ガイドライン作成委員会委員。現在、
厚生科学審議会専門委員（難病対策委員会）、社会保障審議会臨時委員。世界の職業リハビリテーション研究会主宰。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター 副統括研究員　春名 由一郎

難病就労支援・両立支援の
現状と課題について

特集2

1. 働いている難病患者の多さ

2. 難病患者への合理的配慮

「軽症」難病患者の就労困難性

「軽症」難病患者は「障害者」か？

具体的な合理的配慮のポイント
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社会的バリア等の環境因子の影響が大きいという「障害

の社会モデル」に基づくものであるが、そのような環境因

子の重要性は難病患者の就労状況の分析結果でも明確

に示されている（図参照）。

　難病患者の就労困難性の多くは「全身的疲れやすさ等

の体調変動」という慢性疾患の特徴によるものである。し

かし、一方的に「難病患者は仕事上で問題がある」と決め

つけることは差別になる。なぜなら、そのような問題状

況は、リーズナブルな範囲での仕事内容の調整や職場の

理解・配慮により解消し得ることが多いからである。

　難病患者にとって「仕事の負荷と回復のバランスが取れ

る仕事」であることや、「通院のための業務調整が可能」

であることが重要であるが、この条件に合う仕事は、一

般求人に多いデスクワークや、パートの短時間の仕事に

多く、実際、そういう仕事で長く働いている難病患者

が多い。具体的には、身体的な負荷があっても疲労回

復が十分にできる勤務時間や休日になっていればよいと

か、その逆もあり、多様な可能性がある。

　職場での配慮としては、症状が外見から分かりにくい

なか、本人の体調管理を基本としながらも、本人が一人

でストレスを抱えないように職場側からもコミュニケーショ

ンをとることが重要である。定期的通院は体調管理に不

可欠であるが、数カ月に１回程度が多く、計画的な休暇

の調整で十分対応できることが多い。体調が不安定で

突発休が多くなる状況は、離職の大きな原因になるが、

子育て中の労働者が多い職場のように、チームでの対

応や引継ぎの体制があれば、子どもの発熱等による突

発休への対応と同様に、職場で無理なく対応が可能に

なる例もある。

　従来、難病患者の治療と仕事を両立できる職場づくり

や、無理なく活躍するための仕事選びなどは、難病患者

と職場の試行錯誤で行われており、難病患者にとっての

リスクだけでなく、職場側の安全配慮上のリスクも高かっ

たが、近年、制度・サービスが整備されてきた。

　厚生労働省の「治療と仕事の両立支援ガイドライン」の

参考資料「企業・医療機関連携マニュアル」において、難

職場の働きやすさ
への不満

（決定係数の大きな順）

標準化係数 ＋

標準化係数 －
（矢印の太さは係数値に比例）

難病の症状等

全身的疲れやすさ等
の体調変動

調整要因

非正規就業

就業状況・職場適応

仕事内容

休日・休憩・通院等の
条件のよい仕事内容

配慮
職場での健康管理・通院・

休憩・無理のない
仕事内容の配慮

休職時の医療と
職場の復職支援

（2000 名の就業経験のある難病患者の調査結果。ステップワイズ重回帰分析：| 標準化回帰係数≧0。 １の関係：中央の７つの職業的課題それぞれを
 従属変数として、周辺の矢元が独立変数）

運転や運搬課題

難病関連の離職

デスクワーク事務
の課題

職場の人間関係・
ストレスの課題

疾患管理と
仕事の葛藤

休憩・健康管理・通院と
仕事の両立課題

35 歳以上の発症

自己免疫系疾患

神経筋疾患系障害

男性であること

就職活動の困難要因が
ないとの認識

体調悪化につながる
無理な仕事内容を避ける

通院等への出退勤時刻や
休憩等の職場配慮・調整

上司や同僚の病気や
障害の正しい理解

通院・体調管理・疲労回復
に十分な休日あり

図．難病による職業的課題（就業状況・職場適応）と効果的支援

3. 治療と仕事の両立支援と就職支援

治療と仕事の両立支援

出典：障害者職業総合センター調査研究報告書No.126（2015）「難病の症状の程度に応じた就労困難性の実態及び就労支援のあり方に関する研究」より著者作成
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病患者において、両立支援が効果的となる典型的な３事

例が紹介されている。従来は「難病」の情報不足があるな

か、職場での過剰反応も起こりやすかった。職場、本人、

主治医、産業保健スタッフ等が正確な情報に基づき計画

的に取り組むことで、今後、多くの難病患者のストレスや

職場の安全配慮のリスクが解消されることを期待したい。

●事例１：症状が外見から分からない難病患者が職場の

理解や協力を申し出しにくく、病気の再燃のリスクが大き

い状態であった。業務多忙時に高熱で緊急入院となり、

本人は職場の迷惑になると退職を考えていたところ、両

立支援により、医師からの正しい情報に基づいて過剰反

応せず両立支援プランを作成し、職場での協力体制を構

築できた。

●事例２：難病の最新の治療を受けるために、集中的な

治療が必要な時期と、その後の安定した時期の２段階に

分けた両立支援プラン。一時的な職務変更や業務制限を

本人と職場が合意し、原職復帰に向けた展望を示すこと

に主眼が置かれている。　

●事例３：職場の人も産業医も聞いたことのない難病で、

ネット情報では「進行性」とあり、本人も職場も不安を抱

き過剰反応になりやすい状態に対応している。進行性の

疾病では当面の課題と、今後の進行の見通しの確認が

重要であり、医師からの情報で、10年程度は今の仕事が

できることを確認し、職場も本人も安心して、進行を踏ま

えて長期的な支援を行う確認を行うものとなっている。

　障害者手帳のない難病患者に対する、ハローワーク

での職業紹介や就職件数は急速に増加している。その

ポイントは、本人の強みと病状などの制限を踏まえて無

理なく活躍できる仕事を、一般求人を含めて検討し、ま

た、企業側には「仕事で活躍するのに調整とか配慮が必

要で、少しの調整とか配慮があれば、活躍して長く働け

る」ことを丁寧に説明することである。多くの企業は、育

児中、介護中、持病のある人等に配慮して人材確保に

努めており、障害者手帳のない難病患者も同様に捉え

られることで、障害者雇用義務の範囲外であっても企業

は雇用している。

　就職前の障害者雇用支援と、就職後の治療と仕事の

両立支援のスムーズな連携が、今後の重要な課題である。

障害者雇用支援の枠組みでも、主治医の意見書や、面

接での確認、トライアル雇用、ジョブコーチ支援等、就

労可能性や職場での留意事項の確認は行われるが、難

病患者の場合は、就職後の治療と仕事の両立支援につ

なぎ、就職後も継続的に職場、本人、主治医、産業保

健スタッフ等が共通認識をもって、治療と仕事の両立に取

り組めるようにすることが重要である。

　進行性の難病の場合、進行初期では治療と仕事の両

立支援で対応できるとしても、障害の進行に応じて、両

立支援に加えて、困難になった業務を削り、本人がより

活躍できる仕事内容に業務内容を調整する等の、より組

織的な取組が重要となる。

　進行性難病患者は、身体障害等級の６級や５級と

いう軽度の段階では障害者手帳の取得が少なく、障害

者雇用支援制度を活用していないことが多い。しかし、

そのような本人も職場も「障害者」というレッテルに縛ら

れていない早期から、職場の環境改善や支援機器の

導入のために障害者雇用支援制度の助成金等を活用す

ることで、企業にとってリーズナブルな範囲も広がる。

近年では、重度障害者が通勤のために福祉サービスを

活用したり、仕事中に介護の福祉サービスを受けること

も検討が進められ、実施が可能になりつつある。障害

者雇用は一般雇用とは別というのではなく、職場の仲

間がより長く仕事で活躍できるように応援する手段とし

て、障害者雇用支援の制度・サービスの活用が進むこ

とを期待したい。

　「障害者」というレッテルによる保護的「配慮」でなく、

職場の仲間に対するリーズナブルな範囲での個別的調

整という「合理的配慮」の意義は、健常者と障害者の中

間のような状態にある「軽症」や進行初期の難病患者に

おいて、もっとも理解しやすいのではないだろうか。

　一般雇用と障害者雇用、治療と仕事の両立支援と障

害者雇用支援といった垣根のない、多様な健康状態に

ある人たちへの総合的支援の発展を祈念する。

特集　職域における合理的配慮を考える

採用前から採用後の支援の連携

4. 進行性難病と障害者雇用支援

5. おわりに
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　障害者雇用促進法により、2016年４月から、すべての

事業主が“障害”のある労働者に対する合理的配慮の提

供を義務づけられている。

　“障害”といっても、法定雇用率の算定とは異なり、障

害者手帳を取得している場合に限られない。「心身の機

能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の

制限を受け」ていれば、合理的配慮を提供すべき対象で

ある（同法第２条第１号）。メンタルヘルス不調によって休

職している労働者の復職支援、さらに、がんに罹患した

労働者の治療と仕事の「両立支援」を始め、 種々の難病

や高次脳機能障害といった疾患・障害をもつ労働者の就

業支援も、合理的配慮の一環と捉えられる。

　さらに、採用後の合理的配慮は、採用選考段階での

合理的配慮とは異なり、法の文言上、本人からの申し出

を要件としていない。たとえ障害者として採用されたので

はなくとも、少なくとも疾病・障害の存在が事業主に明

らかである限り、事業主は、合理的配慮の提供義務を負

う可能性がある。

　障害者雇用促進法は、国に対する事業主の義務を定

めたものであり、労働者に対する事業主の義務を課すも

のではないが、事業主が、疾病・障害をもつ労働者に合

理的配慮を提供しなかったためにその能力発揮が妨げら

れたにもかかわらず、能力不足や業績不良を理由として

労働者を解雇した場合、解雇権濫用法理（労働契約法

第16条）の判断を通じて、解雇の有効性に影響を与え得

る。この理は、休職期間満了時に休職事由が消滅してい

ないとして退職扱いとする場合も同様であり、現に裁判

所は、休職期間満了による退職の法的有効性を判断す

る際、使用者が合理的配慮を尽くしたか否かについても

考慮している１）。

　事業主が、障害者雇用のコンテクストに限らず、すべて

の労働者について合理的配慮を意識するべきことは、ま

ず、企業のリスクマネジメントの観点から重要であるが、

さらに、労働力人口の減少、労働力の高年齢化と多様化

が急速に進行する今日において、ダイバーシティ＆インク

ルージョンの観点からも強く要請される。

　「合理的配慮」という概念は、「障害をもつアメリカ

人法（ADA）」や「障害者権利条約」における“reasonable 

accommodation”に由来する。（ i ）障害者の個々のニーズ

に応じ、（ii）事業主に過重な負担がない範囲で、（iii）障

害者の能力発揮を妨げる社会的障壁を取り除くことで

あり、そのために、①物理的環境、②意思疎通、③

ルール・慣行等を「調整」することである。

　能力発揮という目的との関係で“理にかなっている”こ

とが必要であり、能力発揮に結びつかないことを求める

ことができるわけではない。業務にとって「本質的な能力」

を免除するものではなく、業務の周辺的・副次的な要素

について“特別扱い”するのである。

　もっとも、わが国では、職場においても「ハイコンテク

スト」なコミュニケーションが多用され、さまざまな職場や

職務へ配置転換され得る雇用契約（いわゆる、「メンバ

ーシップ型雇用」）が一般的である。対人コミュニケーシ

ョン能力や、さまざまな職務に柔軟に対応する能力が「本

質的な能力」であるとして、初めから合理的配慮の埒外と

こじま　けんいち ● 人事労務を基軸に、問題社員処遇から組織・風土改革、産業保健、障害者雇用まで、紛争予防・迅速解決の助言・支援を行う。日本産業保健
法学会理事等、労働法務・人事労務と産業保健を架橋する諸活動に尽力。精神・発達障害の就労、治療と仕事の両立等の執筆・講演多数。

鳥飼総合法律事務所 弁護士　小島 健一

障害者雇用促進法が求める
合理的配慮とは

特集３

1. 普遍性 ―休職からの復職支援
   や仕事との「両立支援」も
   合理的配慮―

2.  能力主義 ―労働者それぞれの
   能力発揮を妨げる社会的
   障壁の除去―
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することが適切であるかは、慎重な検討を要する。一方、

労働者の方も、そもそも自己理解が十分ではなく、自ら

がなじめる職場や適性のある職務のイメージを具体的に

描くことができていることは少ない。

　配属される職場や従事する職務を限定する雇用契

約（いわゆる、「ジョブ型雇用」）へと変更すると同時に、

賃金水準等の処遇を相応に変更する、というオプション

を人事制度に組み込むことが、最終的な“軟着陸”のため

には重要であるが、そこに至る前に、労使の「対話」を通

じて、現在の職場環境や職務遂行方法を無理のない範

囲で変更する試みも、労使双方の適応と成長を促すため

に求められるであろう。

　合理的配慮は、障害者個々人の個々の場面で生じる

個別のニーズに応えることであって、“事後的な対応”であ

る。合理的配慮を提供する前段階として、事業主は、労

働者ごとにその能力発揮の妨げになっている障壁を具体

的に把握し、事業主自身の負担とすり合わせながら、提

供する配慮の内容を労働者と合意する、労働者との建設

的な「対話」のプロセスを必要とする。

　精神・発達障害の場合、個別のニーズが多様で、変

動しやすく、他人からは分かりづらく、しばしば本人自身

もよく認識していない。とりわけ発達障害の場合、定型

発達とは異なるコミュニケーション・スタイルであることも

多い。

　実は、がんや難病等の治療と仕事の両立支援にお

いても、精神・発達障害とよく似た社会的障壁がある

ことに留意する必要がある。例えば、がんに罹患した社

員は、多くの場合、がんの「ビギナー（初心者）」である。

がんの症状、治療による副作用の程度、回復のために要

する時間等は「人それぞれ」である。就労を妨げる要

因は、手術後の痛みやしんどさ、だるさや体力低下

等の「がん関連疲労」、薬物療法や放射線治療による副

作用（吐き気、下痢、手足のしびれ等）、心理的苦悩と

いった「見えない障害」である。

　したがって、合理的配慮の提供を受けるために先立っ

て必要になる「対話」を本人のイニシアティブに委ねるだけ

で、事業主から「対話」を率先して良好な意思の疎通を促

進しなければ、いわば、「対話」のプロセスにおける合理

的配慮を提供することなしには、他に必要とする合理的

配慮の提供にまで至らないおそれがある。私見であるが、

事業主が合理的配慮提供義務を履践するための“補

助線”として、「事業主は、労働者が疾病や障害にかかわ

らず能力を発揮するために必要とする配慮について、当

該労働者と誠実に対話をしなければならない」という事業

主の義務を措定したい２）。

　合理的配慮をめぐる「対話」を通じて、労働者には、自

分のことを客観的に認識し、働くことの具体的なイメージ

をもつことが期待される。社会経験が不足しがちな発達

障害のある労働者にとって、安全安心をベースにした事

業主との「対話」は、得がたい成熟の機会となる３）。一方、

事業主も、多様な労働者の能力発揮を妨げている障壁を

発見し、活性化されずに眠っている潜在能力を発揮させ

るマネジメント能力を獲得することが期待できる。

　産業保健スタッフには、労使間のインターフェイスとな

り、疾病性と事例性をつなぐ“通訳”として、合理的配

慮をめぐる労使の「対話」を促進する役割が期待される。

参考文献
○川島聡、飯野由里子、西倉実季、星加良司：合理的配慮―対話を開く、
　対話が拓く、有斐閣 (2016)
○小島健一：合理的配慮の提供をめぐる『対話』が個人と組織を成長させる、
　産業ストレス研究、27-2、 221-229 (2020）

3. 個別性 ―「対話」のプロセスに
   おける合理的配慮の提供―

特集　職域における合理的配慮を考える

１）アスペルガー症候群等の診断を受けていた従業員（障害者雇用ではなく一般
雇用である）の復職の可否が争われた日本電気事件（東京地方裁判所平成
27年7月29日判決）等がある。

２）長谷川珠子福島大学行政政策学類・准教授の調査によれば、アメリカで
も、精神障害の場合、「相互関与プロセス（interactive process）」を通じて
配慮の内容を特定する積極的な働きかけを使用者に求める判例がある（三柴
丈典：産業保健と法5―難治性疾患と就業上の合理的配慮義務（2）、産業
医学ジャーナル、 40、 36-41 （2017））

３）岩本友規：発達障害のある人の「自分の見つけ方」「自分の育て方」をどのよ
うに支えるか、明星大学発達支援センター紀要、 3、 16-22 （2018）
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　東京都立川市に本社のあるジョブサポートパワー株式

会社は、人材派遣や人材紹介などを行う世界最大級の

総合人材会社であるマンパワーグループ株式会社の100％

子会社として2001年に設立。障害者を主体に雇用を促

進する企業として、2003年に特例子会社※１に認定され

た。従業員の98％が障害者である同社では、通勤やオ

フィスワークといった物理的・身体的・体力的課題を解

決するため、早くからテレワークによる在宅勤務に取り

組み、在宅勤務社員がオフィス勤務社員とほぼ同じ仕

事ができる環境を整えてきた。その結果、現在は約７割

の社員が、全国31都道府県において在宅で業務を行う

体制を実現している。また、こうした取組が認められ、

2019年には東京都で８番目となる「もにす認定」※２企業

にも選出されている。

　そこで、障害のある社員と一緒に働くうえで必要な配

慮や業務支援のありかた、環境整備について、同社の

小川慶幸エグゼクティブ・アドバイザー、人事総務部の

越智忠義部長、サステナブル・キャリア推進室の小林朋

子室長にお話を伺った。

　同社が在宅勤務を取り入れたのは2004年と早い。し

かし、当時はいわゆるテレワークではなく、単純に在宅

で作業をするだけで、毎週オフィスへの出社は必要だっ

たという。完全在宅勤務では雇用か委託か業務が明確

な形にならないという理由で、行政側から認められなかっ

たためだ。

　その後、世の中の動きもあり、テレワークを本格的に

導入したのは2012年。在宅勤務者の自宅にLANを設置

し、オンライン会議システムを活用してリアルタイムでオ

フィスにいる社員や、他の在宅勤務メンバーとのコミュニ

ケーションが取れるようにし、オフィス勤務と同等の職

場環境を整備した。

　このときシステム環境とともに工夫が必要だったのが、

業務管理をどうするかだった。そこで同社では、業務管

理を見える化するシステムを採用することにした。

　「当然自己申告による勤怠管理も行っていますが、そ

れだけではなく、パソコンを立ち上げると自動で勤務開

始となり、電源を切ると勤務終了を記録するシステムを

取り入れました」と小林さんは振り返る。このシステムに

は、自動で作業中の画面をキャプチャーするシステムも

取り入れた。自己申告と実作業の乖離がないかどうかを

記録するためだ。

　導入当時はこうした管理体制を監視されているように

感じる社員もいたそうだが、それよりも「見守り」という

要素が大きいと小川さんは語る。

　「私どもの社員は障害を抱えているうえに、自宅で一

人で仕事をしているときには、孤独感や疎外感などを感

じることもあります。ですので、これは監視というよりは

『見守り』と捉えてほしいと伝えることで納得してもらいま

した」と小川さん。「配慮はするけど遠慮はしない」という

スタンスが小川さんの流儀だ。

　「社員からよく聞くのは、『ちゃんとした評価をしていた

だけるんですか？』という声です。遠隔でお互いに見えな

い状況の中で、実際にどれだけやっているのかをきちん

と評価するためにも、こうした勤怠管理システムの導入は

必要でした」と越智さんはその有効性を語る。

　「正当な評価」について、越智さんはこんなエピソード

を語ってくれた。それは、グループ会社のトップである

池田匡
まさ

弥
ひろ

社長へのレビューで報告された、難病指定の

機能障害がある社員の事例だ。口頭でのコミュニケーショ

ン面においてはまったく問題がないため、電話によるテ

ジョブサポートパワー株式会社

特集４
企業事例

「配慮はするけど遠慮はしない」
ナチュラルフォローを企業文化に

1. 在宅ネット会議システムを活用し
　 オフィス勤務と同等の環境を整備

2. 「障害を越えて頑張った」ではなく
　 「ビジネスの成果」を正当に評価する
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レセールス業務を検討していたという。

　「しかし、身体に障害があるので電話をかけることが

できません。そこで『やる気と工夫で可能性をどう広げる

か』ということを当事者と上長が一緒に考えた結果、携

帯電話を身体の前に設置し、竹串に加工をして口で番

号を指せるようにしたのです」と越智さん。そうして電話

が繋がってしまえば、先方からはこちらに障害があるか

どうかはまったく関係がなくなる。その結果、セールスの

業績も目覚ましいものを残したのだ。

　この報告を聞いた池田社長は、「その工夫自体も素晴

らしいが、なにより健常者と比べても頭一つ抜きん出た

応答率や受注率という成果を上げていることが素晴らし

い」と称賛したという。

　「ビジネスとしての成果。これこそがもっとも称賛され

るものなんだ、とあらためて気づきました」と越智さん。

障害の有無ではなく、ビジネスパートナーとしてどれだけ

ニュートラルな視点で評価することができるかを、同社で

は大切にしている。

　こうした取組のベースにあるのは、「障害者がこれから

生きていくなかで『これしかできない』ではなく、自分の

進む道を自分で選んでいける社会であってほしい」という

願いだと小川さんは語る。法定雇用率の2.3％※３は「労

働者100人の中に障害者が２.３人いればいい」という考

え方であり、「これだけやってくれればいい」、さらには

「いてくれればいい」という会社すら未だにあると小川さ

んは指摘する。

　この願いから、同社では障害者が自分でキャリアや働

き方を選んでいけるように、さまざまな制度や仕組みを

整備してきた。

　例えば、希望すれば社外でキャリア形成の機会をつく

ることができるキャリアトランスファー制度、勉強したこ

とを会社の中で活かせる部門があれば異動を希望でき

る社内公募制度、約10名程度の業務グループでのリー

ダー・サブリーダーの設置など、キャリアアップへの制度

が数多くある。重要な人材である障害者がどうすれば活

躍できるのか、どうチャンスをつくり出していくのかが同

社の重要なミッションであると捉えて、こうした制度を整

備してきたと小川さんは語る。

　「自身の働き方やキャリアを自分で選択できる。そう

いう社会を創出できればと思っています。それを支援す

るための、さまざまな仕組みや制度をこれからもつくり、

整備し続けていきたい。そうすることで、われわれが障

害者に選んでもらえる会社であり続けることができると考

えるからです」と、小川さんは今後への決意を力強く語っ

ていた。

ジョブサポートパワー株式会社
事業内容：有料職業紹介事業
設　　立：2001年
従 業 員：155名（うち、障害者148名）
所 在 地：東京都立川市

会社概要

特集　職域における合理的配慮を考える

「社員サポート体制整備プロジェクト会議」の様子

※１障害者の雇用の促進と安定を図るために障害者の雇用に際し特別な配慮
をし、一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けた会社。

※２障害者の雇用の促進および雇用の安定に関する取組の実施状況などが優
良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度。

※３障害者の法定雇用率は、従業員43.5人以上の民間企業では2.3％と定め
られている。

3. 障害者が選択できる社会に
　 障害者に選択してもらえる会社に
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